
 

国土総合開発法から国土形成計画法への改正のポイント 

 
 
○ 土地・水・その他の国土資源の利用及び保全 

○ 海域の利用及び保全 

○ 震災・水害・風害・その他の災害の防除及び軽減 

○ 都市・農山漁村の規模、配置の調整・整備 

○ 産業の適正な立地 

○ 交通施設・情報通信施設・科学技術に係る研究施設その他の重要な公共的施設の利用・整備・保全 

○ 文化・厚生・観光に関する資源の保護、施設の利用・整備 

○ 国土における良好な環境の創出その他の環境の保全、良好な景観の形成 

 
 
 全国計画を基本とし、当該広域地方計画区域における国土の形成に関する ①方針、②目標、③目標

を達成するために広域の見地から必要と認められる主要な施策 について定める。 
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国による明確な
国土及び国民生活の姿の提示

（国の責務の明確化）

ブロック単位の地方ごとに、国と
都府県等が適切な役割分担の下、
相互に連携・協力して策定

計画の作成及び実施の円滑な推進を図るため、国の地方支分部局、
関係都府県、関係政令市、地元経済界等が対等な立場で協議する
場（広域地方計画協議会）を組織
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国と地方の協働によるビジョンづくり

開発中心からの転換
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国主導の作成

地方の意見を
聴く仕組みなし

地域の自立的発展を可能とする国土の形成
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国土形成計画の計画事項 

広域地方計画 
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国土形成計画・国土利用計画策定に向けたスケジュール 

 
国土形成計画 年 

全国計画 首都圏広域地方計画 

国土利用計画 

（全国計画） 

H17    

H18    
 

H19    

H20    

 
 

国土審議会圏域部会設置 9 月 

調 

査 

・ 

審 

議 

調
査
・
審
議 

7 月 広域地方計画区域決定

11 月 

12 月 

プ
レ
協
議
会
設
置
準
備

計画部会 

中間とりまとめ プレ協議会幹事会 

プレ協議会設立 

協
議
会
設
置
に
向
け
た
準

備
・
検
討 

計画提案募集 
(都府県・政令市) 

中頃 全国計画決定 

（閣議決定）  
 

調 

査 

・ 

審 

議 

計画原案作成 

都府県・政令
市からの意見 

中頃 首都圏広域地方計画決定

（国交大臣決定） 

計画中間とりまとめ

計画原案作成 

首都圏広域地方計画協議会 

設置 

調 

査 

・ 

審 

議 

全国計画決定 

（閣議決定） 

計画部会 

中間とりまとめ 

計画原案作成 

国土審議会 

計画部会設置 

国土審議会 

計画部会設置 

都道府県か
らの意見 
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